
観
光
商
工
課
1
66
◆

1
1
1
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2
0
1
3
年
漁
業
セ
ン

サ
ス
に
ご
協
力
を

11
月
1
日
、
水
産
業
を
営
ん
で

い
る
す
べ
て
の
世
帯
や
法
人
を
対

象
と
し
て
、
全
国
一
斉
に
5
年
に

1
度
の
漁
業
セ
ン
サ
ス
を
実
施
し

ま
す
。

日
本
の
漁
業
の
生
産
や
就
業
の

状
況
、
漁
村
や
水
産
物
の
流
通
・

加
工
業
の
実
態
を
把
握
し
ま
す
。

調
査
員
が
伺
い
ま
し
た
ら
、
調
査

票
の
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。
調

査
結
果
は
、
水
産
基
本
計
画
に
基

づ
く
水
産
行
政
施
策
の
企
画
・
立

案
・
推
進
の
た
め
に
活
用
さ
れ
ま

す
。
調
査
内
容
を
統
計
の
作
成
以

外
の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
一

切
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
安
心
く
だ

さ
い
。

都
市
計
画
課
1
66
◆

1
1
4
2

10
月
は
土
地
月
間

10
月
1
日
は
土
地
の
日

土
地
は
限
り
あ
る
資
源
で
す
。

将
来
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
、
明

日
の
豊
か
な
暮
ら
し
の
た
め
に
も

土
地
の
有
効
利
用
が
大
切
で
す
。

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
、
土
地
の
有

効
利
用
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ

ん
か
？

環
境
清
掃
課
1
57
◆

4
1
0
0

10
月
は「
ク
リ
ー
ン
排
水

推
進
月
間
」お
よ
び

「
浄
化
槽
強
調
月
間
」

私
た
ち
が
日
常
生
活
か
ら
出
す

排
水
は
、
川
や
海
な
ど
の
水
の
汚

れ
の
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い
ま

す
。
愛
知
県
で
は
、
毎
年
10
月
を

「
ク
リ
ー
ン
排
水
推
進
月
間
」
及

び「
浄
化
槽
強
調
月
間
」と
定
め
、

家
庭
で
の
生
活
排
水
対
策
や
浄
化

槽
の
適
正
管
理
な
ど
を
呼
び
か
け

て
い
ま
す
。
生
活
排
水
対
策
は
、

一
人
ひ
と
り
の
取
組
が
大
き
な
効

果
を
あ
げ
ま
す
。
皆
さ
ん
も
、
で

き
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
ま
せ
ん

か
。

●
身
近
な
生
活
排
水
対
策

・
食
べ
残
し
・
飲
み
残
し
を
減
ら

す
・
排
水
口
の
三
角
コ
ー
ナ
ー
や
水

き
り
ネ
ッ
ト
で
汚
れ
を
取
り
除

く
・
使
用
済
み
油
は
新
聞
紙
な
ど
に

吸
わ
せ
て
可
燃
ご
み
と
し
て
捨

て
る

・
食
器
や
鍋
の
油
汚
れ
は
ま
ず
新

聞
紙
な
ど
で
拭
き
取
る

・
洗
剤
は
適
量
を
測
っ
て
使
う

●
浄
化
槽
の
適
正
な
管
理

浄
化
槽
を
管
理
す
る
す
べ
て
の

方
は
、
法
律
に
よ
り
保
守
点
検
・

清
掃
を
実
施
し
、
法
定
検
査
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
浄
化
槽
を
適
切
に
長
く

使
用
す
る
た
め
、
適
正
に
管
理
し

ま
し
ょ
う
。

下
水
道
課
1
66
◆

1
1
4
0

井
戸
水
を
使
用
し
て
い
る
方

の
下
水
道
使
用
料
に
つ
い
て

現
在
、
井
戸
を
お
持
ち
で
下
水

道
に
接
続
し
て
い
る
ご
家
庭
の
下

水
道
使
用
料
は
、
申
告
に
基
づ
い

て
次
の
よ
う
に
認
定
し
て
い
ま
す
。

○
ト
イ
レ
の
水
洗
水　

　

1
人
に
つ
き
1
㎥
／
月

○
台
所
の
使
用
水

　

1
人
に
つ
き
1
㎥
／
月

○
洗
濯
の
使
用
水

　

1
人
に
つ
き
1
㎥
／
月

○
お
風
呂
の
使
用
水

　

1
世
帯
2
人
ま
で
4
㎥
／
月
、

2
人
を
超
え
る
と
1
人
増
す
ご

と
に
1
㎥
／
月
を
加
算
。

※
な
お
、
上
水
道
と
井
戸
水
を
併

用
し
て
い
る
場
合
は
、
認
定
水

量
の
2
分
の
1
で
す
。

　

家
族
の
人
数
や
井
戸
水
を
使
う

場
所
が
変
更
し
た
場
合
は
印
鑑

を
持
参
の
上
、
下
水
道
課
へ
届

け
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
家
を
取
り
壊
し
、
下
水

道
を
使
用
し
な
い
と
き
も
届
出

が
必
要
で
す
。
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ごみの屋外焼却（野焼きなど）は原則禁止されています！
　ごみの屋外焼却（野焼き）で発生する煙が臭い、洗濯物に臭いがつく、体調不良（喘息・のどの痛みなど）を起こす、
といった苦情が多く寄せられています。また火災の危険性もあり、周りの方が非常に迷惑をしています。
　野焼きは原則禁止ですが、たき火など日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却など、例外として認められるも
のはあります。この例外に当てはまるような場合であっても、近隣の住民に迷惑を掛けるなど、周辺地域の生活環境
へ悪影響を与える焼却を行うことは認められていません。やむを得ず焼却を行う場合、蒲郡市火災予防条例に規定す
る「火災と紛らわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為」に該当し、消防署への届
出が必要です。ただし、消防への焼却行為の届出制度は、火災予防の観点から設けら
れたものであり、届出によって野焼きが合法化（許可）されるものではありません。

問合先　消防本部予防課　☎68◆0937

野焼きをなくすためには

▲

少量のごみは可燃ごみの収集日に出すようにしましょう。▲
�草木などを多量に刈った際は、一色不燃物最終処分場に持ち込むようにしましょう。運搬用軽トラックの無料貸し

出しを環境清掃課（クリーンセンター）で行っています。ご利用ください。

野焼きは5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金‼十分注意してください。
問合先　蒲郡警察署生活安全課　☎68◆0110

「少しぐらいなら…」、「昔はよかったのに…」とは言うけれど…

環境清掃課  ☎57◆4100

「広報がまごおり」は自然保護のため、再生紙（古紙100%）を使用しています。        


